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経営に役立つ情報をお届けする 

商工会ニュース ４ 月 号 

令和 7年 4月 4日発行 

睦 沢 町 商 工 会 
睦沢町上市場 911-61 
TEL 0475(44)0112  編集  大木 

 

【重要】睦沢町エネルギー価格高騰緊急対策支援金のご案内 

長期化するエネルギー価格等の高騰により厳しい経営環境に置かれている中小企業者等に対

し、事業継続を目的として支援金を交付します。必要書類などの詳しい内容は別添チラシをご覧

ください。 
 

対 象 者 

次のすべてに該当する中小企業者等（法人・個人） 

①町内に事業所を有し、現に事業活動を行っている者 

②支援金の受領日以降も引き続き１年以上継続して町内で事業を営む意思

があること 

③交付対象となる経費が５万円以上であること 

対 象 経 費 
直近の事業年度において事業用に供したエネルギー（燃料費、光熱水費、ガ

ス代金等）経費 

支 援 金 額 
対象経費の１０％以内（千円未満切り捨て） 

 ※上限額 法人の場合５０万円、個人の場合２５万円 

提 出 先 睦沢町商工会または睦沢町役場 

申 請 期 限 

令和７年６月２日（月） 

※商工会へ提出する場合は、取りまとめる都合がありますので早めにご提出

ください。 
 

 

中小企業成長促進補助金が公募開始になります 

積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い中小企業等が、地域の景気や雇用を支える企業へ成

長できるよう、省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資に要する経費の一部を

千葉県が補助するものです。詳しくは千葉県のホームページなどでご確認ください。 
 

対 象 者 
千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等（中小企業、

個人事業主等） 

補助対象経費 

生産性向上を図るための設備投資に要する経費 

※生産性向上とは、以下のいずれかの目的を達成することをいいます。 

①省人化（業務の効率化） 

②生産量の増大 

③製品・サービスの高付加価値化 

※設備投資に要する費用とは、以下のいずれかの経費をいいます。 

①機械装置等費・ソフトウェア導入費 

②当該設備の導入に係る運搬費・据付費 

③所有する死蔵の設備等の処分費 

補助率 補助対象経費の 2分の 1以内 

補助上限額 3,000 万円（下限 500 万円） 

提出方法 オンライン申請のみ 

申請期間 
令和７年４月１０日（木）～令和７年５月１５日（木）まで 

※商工会へ相談される場合は、お早めにお願いします。 

注意事項 
補助事業実施期間は令和８年２月１６日までです。それまでに購入する機械

等の発注、契約、購入、支払い等を終わらせなければなりません。 
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新会員のご紹介  べっぴんシリーズがふるさと納税返礼品へ 

新たに商工会の会員になられた事業

所をご紹介します。 
 

事業所名 業種 地区 

タナベ 

クレープ 
飲食業 大上 

㈲ワシオ 

エンジニア 
金属加工業 佐貫 

 

 逸品開発委員会が企画開発している特産品「べっぴ

んシリーズ」がふるさと納税の返礼品になりました。

ふるさとチョイスなどのサイトか

ら申込可能で

す。節税対策

にもなります

のでぜひお申

込ください。 
 

 

小規模事業者持続化補助金が公募になります 

 商工会でもよく使われる補助金「持続化補助金」。この補助金の公募要領がホー

ムページで公開になりました。 

下記の内容は補助金の概要です。詳しくはホームページをご参照ください。 

 

 

補助対象経費 

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費（オンライン

による展示会・商談会等を含む）、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処

分費、委託・外注費 

補助率 補助対象経費の 3分の 2 

補助上限額 50 万円～150 万円 

申請期間 
令和７年５月１日（木）～令和７年６月１３日（金）１７ ００まで 

※商工会へご相談される場合は、早めにご相談ください。 
 

 

 

経営指導員大木の編集後記 vol.6 

 最近では「年収の壁」について盛んに議論が行われていますね。一番有名なのは「103 万円の壁」

でしょうか。103 万円とは、給与所得控除 55 万円と基礎控除 48万円を合計した金額です。これが

給与所得控除と基礎控除が 10 万円ずつ増加し、103 万円が 123 万円へ改正されるといわれていま

す。 

「年収の壁」は支払う給与によって、パートタイム労働者本人だけでなく、労働者の世帯収入へ

の影響や、社会保険料などは会社の支出にも影響があります。また労働時間によっては雇用保険

の加入要件（週 20 時間以上）にも関係してきます。今後の「年収の壁」の動きに要注目ですね。 

壁の種類 労働者本人への影響 
労働者の配偶者 

もしくは世帯における影響 

① 税 金

に 関 わ

る壁 

100 万円の壁 住民税の発生  

103 万円の壁 所得税の発生 

 

配偶者控除（38 万円）が適用できな

くなる。 

→代わりに配偶者特別控除が適用 

150 万円の壁  配偶者特別控除が満額（38 万円）適

用できなくなり、以降、パートタイム

労働者の収入によって徐々に減額 

201 万円の壁  配偶者特別控除の対象ではなくなる 

② 社 会

保 険 に

関 わ る

壁 

106 万円の壁 お勤め先によって社会保険加

入の対象 健康保険・厚生年金

保険の保険料の支払いが発生 

 

130 万円の壁 国民年金・国民健康保険の保

険料の支払いが発生 

 

※表の金額は改正前のものです。 
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